
NO27(1739) 2018 年 11 月 27 日(火）大障教ニュース

大阪市天王寺区　

東高津町７‐１１

府教育会館７０４号

大阪府立障害児

学校教職員組合

(TEL)6765-8904

(FAX)6765-8905

大
障
教
ニ
ュ
ー
ス

書
記
局
の

　
ひ
と
り
ご
と

大障教ホームページアドレス　http://fc06331220171211.web2.blks.jp/ Eメール アドレス : fushoukyou_1@mtb.biglobe.ne.jp

　
１
１
月
９
日
と
１
９
日
、府
労
組
連（
大
阪
府
関
連
労
働
組
合
連
合
会
）は
、

秋
季
年
末
要
求
の
実
現
を
求
め
て
府
当
局
と
の
団
体
交
渉
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

１
１
月
１
９
日
、総
務
部
長
は
府
労
組
連
に
対
し
、秋
季
年
末
要
求
に
か
か

る
最
終
回
答
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

生
活
改
善
に
つ
な
が
る
引
上
げ
を
要
求

今
季
の
闘
争
は
、大
阪
府
人
事
委
員

会
が
全
国
の
自
治
体
で
唯
一
マ
イ
ナ
ス

勧
告
を
お
こ
な
う
異
常
な
も
と
で
の
と

り
く
み
と
な
り
ま
し
た
。

大
阪
府
当
局
は
、７
年
間
に
お
よ
ぶ

賃
金
カ
ッ
ト
を
は
じ
め
、府
人
事
委
員

ね
ば
り
強
い
運
動
の
到
達

　
最
終
回
答
で
は
、「
人
勧
が
マ
イ

ナ
ス
勧
告
で
あ
っ
た
た
め
、
取
扱

い
に
大
変
苦
慮
し
た
」
と
し
な
が

ら
も
、
月
例
給
引
下
げ
の
強
行
を

表
明
し
ま
し
た
。ま
た
、所
要
の
調

整
に
つ
い
て
は
、「
若
年
層
に
は
一

定
の
配
慮
」と
し
つ
つ
、２
０
１
８

年
４
月
か
ら
１
２
月
ま
で
の
較
差

相
当
額
を
減
額
す
る
と
い
う
不
当

府
労
組
連
　
秋
季
年
末
闘
争

不当にも今年４月に遡って月例給引下げ強行、

臨任 「空白の一日」 解消と初任給の上限号給の見直し、 不妊治療の休暇制度を検討
若年層には一定の配慮

会
の
引
上
げ
勧
告
の
実
施
見
送
り

な
ど
の
抑
制
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
結
果
が
、
民
間
労
働
者

の
給
与
抑
制
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。府
労
組
連
は
、マ
イ
ナ
ス
勧
告

の
実
施
で
は
な
く
、
生
活
改
善
に

つ
な
が
る
引
上
げ
を
求
め
て
、
折

衝
・
交
渉
で
厳
し
く
追
及
し
ま
し

た
。
ま
た
、
交
渉
で
は
、
久
保
書
記

長
が
子
ど
も
の
命
と
安
全
に
か
か

わ
る
校
舎
等
、
災
害
後
の
早
期
復

旧
と「
教
育
に
穴
の
あ
く
事
態
」の

実
状
を
訴
え
ま
し
た
。

【今季闘争の到達点】

〇府人事委員会勧告どおり２０１９年１月より給料表をマイナス改定

　　初任給及び若年層（２４歳相当以下）　引下げない

　　２５歳～３１歳相当　　　　　　　　　０．１～０．５％引下げ

　　３２歳相当以上　　　　　　　　　　　一律０．６％引下げ

〇２０１８年４月から１２月までの較差相当額に係る所要の調整（減額）

　　給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、

単身赴任手当、へき地手当の合計額×４月～１２月の在職月数、２０

１８年６月・１２月の期末・勤勉手当の合計額に対し、

　①若年層（２５歳～３１歳）　０．３８％

　②管理職手当受給者　　　　　０．６１％

　③その他の教職員　　　　　　０．５２％を乗じて得た額

〇給料表の改定が生じない職員及び臨時的任用職員については所要の調整

は実施しない

〇非常勤特別嘱託員、非常勤若年特別嘱託員の報酬月額を２０１９年４月

１日から引下げ

　　非常勤特別嘱託員　　　　　▲７７０円⇒１５２，７１０円

　　非常勤若年特別嘱託員　　▲１０９０円⇒２１７，４４０円

〇期末・勤勉手当を２０１８年より０．０５月分引上げ

　（６月・１２月に支給される勤勉手当の月数をそれぞれ０．０２５月分引

上げ、０．９２５月分）

〇２０１９年度以降の期末手当については、人事委員会勧告のとおり６月

期・１２月期の期末手当の支給割合をそれぞれ１．３月分

〇所要の調整（減額調整）と一時金引上げの差額は２０１９年２月

〇臨時的任用職員の初任給の上限号給の見直しを改正地方公務員法等の施

行にあわせて検討

〇臨時的任用教職員の業務上必要な任用期間（いわゆる「空白の一日」の

解消）についても今後検討

〇ならし保育中も育児休業の対象（２０１９年１月１日実施）

〇小学生の子を持つ親を対象とする部分休業に見合う新たな休暇の検討

〇不妊治療にかかる新たな休暇の制度化に向けた検討

〇５５セルフドックの職免での受診の検討

府
当
局

日
本
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
に
つ
い
て
、環
境
Ｎ

Ｇ
Ｏ
「
気
候
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
（

「
気
候
ネ
ッ
ト
」
）
が
調

査
結
果
を
公
表
し
ま
し
た
。「
気
候
ネ
ッ
ト
」
は
、
地
球

温
暖
化
防
止
の
た
め
、
国
際
交
渉
へ
の
参
加
、
調
査
研

究
・
政
策
提
言
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
１
９
９
８

年
設
立
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
す
。

今
回「
気
候
ネ
ッ
ト
」は
、政
府
が
公
表
し
た
２
０
１

５
年
度
の
大
口
排
出
業
者
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、１
５
年
度
の
日
本
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

量
の
５
０
％
は
１
２
９
の
事
業
所
が
占
め
、家
庭
や
中

小
企
業
、自
家
用
車
は
合
わ
せ
て
約
３
０
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
１
２
９
事
業
所
は
、発
電
所
、製
鉄
所
、セ
メ
ン

ト
工
場
、
化
学
工
場
、
製
油
所
、
パ
ル
プ
・
製
紙
工
場
の

６
業
種
で
す
。排
出
量
の
多
い
上
位
３
０
事
業
所
に
は
、

石
炭
を
大
量
に
使
う
石
炭
火
力
発
電
所
や
製
鉄
所
が
大

半
を
占
め
、特
に
石
炭
火
力
発
電
所
の
排
出
量
は
日
本

全
体
の
１
７
％
に
あ
た
り
ま
す
。

「
気
候
ネ
ッ
ト
」
は
、
石
炭
火
力
を
「
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電

源
」と
位
置
づ
け
る
政
府
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
は
、温
室

効
果
ガ
ス
排
出
実
質
ゼ
ロ
を
め
ざ
す
世
界
の
流
れ
に
逆

行
し
、「
直
ち
に
見
直
す
べ
き
だ
」と
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
世
界
気
象
機
関
（
Ｗ
Ｍ
Ｏ
）
が
、
代
表
的
な
温

室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
二
酸
化
炭
素
の
世
界
平
均
濃
度
を

発
表
し
ま
し
た
。そ
れ
に
よ
る
と
、２
０
１
７
年
は
４
０

５
・
５
ｐ
ｐ
ｍ
に
達
し
、過
去
最
高
記
録
を
更
新
し
た
と

の
こ
と
で
す
。二
酸
化
炭
素
の
世
界
平
均
濃
度
は
、２
０

１
５
年
に
初
め
て
４
０
０
を
突
破
し
、翌
１
６
年
も
連

続
で
最
高
値
を
更
新
し
て
い
ま
し
た
。Ｗ
Ｍ
Ｏ
は
、こ
う

し
た
結
果
を
受
け「
温
室
効
果
ガ
ス
を
急
い
で
減
ら
さ

な
け
れ
ば
、地
球
上
の
生
命
に
対
し
て
気
候
変
動
が
及

ぼ
す
破
壊
的
か
つ
不
可
逆
的
な
影
響
が
増
す
こ
と
に
な

る
」と
警
告
し
て
い
ま
す
。

な
回
答
が
示
さ
れ
ま
し
た
。一
時
金（
ボ
ー
ナ

ス
）
に
つ
い
て
は
、
４
月
に
遡
っ
て
０
・
０
５

月
引
上
げ
、
差
額
に
つ
い
て
は
所
要
の
調
整

（
月
例
給
の
減
額
）と
合
わ
せ
て
来
年
２
月
に

実
施
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、府
労
組
連
が
以
前
か
ら
強
く
実
現
を

求
め
て
い
た
要
求
に
つ
い
て
、臨
時
的
任
用
職

員
の
初
任
給
の
上
限
号
給
の
見
直
し
と「
空
白

の
一
日
」の
解
消
、な
ら
し
保
育
中
も
育
児
休

業
の
対
象
、小
学
生
の
子
を
持
つ
親
を
対
象
と

す
る
部
分
休
業
に
見
合
う
新
た
な
休
暇
、不
妊

治
療
に
か
か
る
新
た
な
休
暇
の
制
度
化
、５
５

セ
ル
フ
ド
ッ
ク
の
職
免
で
の
受
診
の
検
討
な

ど
、前
進
回
答
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
障
教
は
、引
き
続
き
大
教
組
・
府
労
組
連

に
結
集
し
、す
べ
て
の
労
働
者
の
賃
上
げ
を
め

ざ
し
て
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。



NO27(1739) 2018年11月27日(火）大障教ニュース

１
０
月
１
３
日
（
土
）
難
波
支
援
学
校
で
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
昨
年
度
の
試

合
が
台
風
で
流
れ
、
ま
た
今
年
度
も
予
定
し
て
い

た
試
合
が
台
風
な
ど
の
影
響
で
中
止
や
延
期
に
な

る
中
、
無
事
予
定
通
り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
広
い
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
２
面
作
り
、
９
校
（
光

陽
、
住
之
江
、
難
波
、
む
ら
の
、
だ
い
せ
ん
、
西

淀
川
、
和
泉
、
藤
井
寺
、
中
津
）
で
対
戦
し
ま
し

た
。決

勝
戦
は
和
泉
対
難
波
。
ど
ち
ら
も
本
気
で
、

で
も
楽
し
み
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
声
を
掛
け
合
っ

て
戦
っ
て
い
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。
４
回
表
を

終
わ
っ
て
８
対
７
！
（
ラ
ン
ナ
ー
、
一
塁
、
三

塁
！
）
そ
ん
な
中
、
優
勝
し
た
の
は
、
１
点
差
を

守
り
き
っ
た
和
泉
で
し
た
！
住

之
江
の
皆
さ
ん
も
審
判
と
し
て
、

チ
ー
ム
で
最
後
ま
で
残
っ
て
く

れ
、
整
地
な
ど
も
手
伝
っ
て
く

れ
ま
し
た
。
秋
晴
れ
の
空
の
下
、

良
い
交
流
の
場
と
な
っ
た
と
思

い
ま
す
！

難
波
会
場
に
続
い
て
２
１
日

（
日
）
に
泉
南
会
場
に
て
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
秋
晴

れ
の
い
い
天
気
の
日
に
、
７
校

(

泉
南
、
佐
野
、
八
尾
、
西
浦
、
岸

和
田
、
堺
聴
覚
、
富
田
林)
が
集

ま
っ
て
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
交
流

で
す
。
会
場
を
活
か
し
た
特
別

ル
ー
ル
で
、
運
動
場
そ
ば
の
畑

や
隣
接
の
中
学
校
運
動
場
、
校

舎
屋
根
の
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
な

ど
を
注
意
点
と
す
る
一
方
で
、

サ
ッ
カ
ー
ゴ
ー
ル
２
つ
を
置
い

て
「
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
」(

ア
ウ

ト)

に
す
る
な
ど
、
楽
し
い
ゲ
ー

ム
性
も
プ
ラ
ス
し
て
頂
き
ま
し

た
。
何
よ
り
も
独
特
だ
っ
た
の

が
、
１
イ
ニ
ン
グ(

表
裏)

毎
に

対
戦
表
を
進
め
て
い
く
と
い
う

も
の
で
す
。
こ
の
ル
ー
ル
の
お

か
げ
で
、「
出
番
ま
で
ヒ
マ
」
な

ん
て
い
う
こ
と
も
な
く
他
の

チ
ー
ム
を
観
戦
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
相
手
チ
ー
ム
の
発
達
段
階(

力)

に
合
わ
せ
て
」
と
い
う
言
葉
に

も
、
ソ
フ
ト
を
楽
し
む
意
気
込

み
の
中
に
も
相
手
を
思
い
や
る

こ
と
を
意
識
で
き
ま
し
た
。
そ

ん
な
独
特
の
ル
ー
ル
の
中
で
の

優
勝
校
は
西
浦
支
援
学
校
の
皆

さ
ん
で
し
た
。
立
派
な
賞
状
も

手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
回
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

を
通
じ
た
交
流
で
、
勤
務
校
の

大
障
教
青
年
部
主
催
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
秋
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

投げて打って走って大盛り上がり！（その１）

中
で
の
交
流
が
深
ま
る
の
も
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
他
校
と
の
交

流
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先

生
方
が
何
か
し
ら
思
う
も
の
を

得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
感
想
の
中
に
、「
子
ど
も

に
運
動
の
楽
し
さ
を
教
え
る

キ
ッ
カ
ケ
を
つ
か
ん
だ
気
が
す

る
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
し

た
。
大
阪
で
教
育
す
る
人
が
繋

が
り
、
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補

充
し
、
そ
れ
ら
が
ま
た
子
ど
も

た
ち
に
還
元
さ
れ
る
と
い
い

な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
次
回
は
四

條
畷
会
場
の
様
子
を
お
伝
え
し

ま
す
！

１０月２７日、原水爆禁止大阪府協議会主催の「国連軍縮週間のつどい」が開

催され、約３０人が参加、大障教からは書記長が参加しました。つどいの講演

は、眞鍋穣さん（大阪健康福祉短期大学長、核戦争防止国際医師会議メンバー）

による「核兵器禁止条約と原爆医療訴訟」でした。

まず眞鍋さんは、国連で核兵器禁止条約が成立するまでの道のりとして、核

廃絶がすすまなかった背景には核保有国の核抑止論があったためで、ＮＰＴ条約

（核拡散防止条約）ではなく国際人道法に基づいて核兵器を禁止するべきだとい

う動きの中で、「核兵器の人道的影響第１回会議」が開かれたことを述べました。

その後、「核兵器の人道的影響第３回ウィーン会議」で、オーストリア政府が「核

兵器禁止」の問題を、責任をもって国連に持ち込む「誓い」を表明したことによ

り、国連作業委員会、国連での採択に至ったことを、会議の映像などを交えて話

しました。また眞鍋さんは、唯一の被爆国である日本政府の態度について、アメ

リカの核の傘に入り顔色をうかがっていることを、国際的にどう見られているか

と強い口調で批判しました。

次に眞鍋さんはこれまで関わってこられた多くの原爆症訴訟について話しま

した。原爆症認定に関する国の立場は、被爆場所が爆心地２km以内で入市被爆

は認めず残留放射能も認めないというものでしたが、三次（みよし）高等女学校

の事例（原爆投下後２週間たってから爆心地近くの本川小学校に１週間滞在し救

援活動に参加した女学生が、４０歳代で異常に高い死亡率であったため、支援に

入った女学生全員の死亡原因を民医連職員が調査をおこなった）で明らかになっ

た残留放射能から、国がほぼ全敗し被団協と和解したことや、多くの事実や論文

を根拠に国とたたかい原爆症と認めさせた事例を報告しました。

眞鍋さんは、日本のマスコミは国に都合のよい一方的な宣伝しかしていない

ことに注意を向けながら、核兵器廃絶運動の中心になっている国々とともに、子

どもたちのために運動をすすめていくことの重要さを強く訴えました。

２０１８国連軍縮週間のつどい

子どもたちの未来のために核兵器の廃絶を

　参加者の感想①

○とても楽しかったで　

　す！どのチームも雰

　囲気がよく、初心者

　でも楽しめました。

　ありがとうございま

　した。

○普段はそれぞれ仕事があり、なかなか一緒に何かをする時

　間がないので、みんなで一つの白球を追いかけるというこ

　の大会は大変すばらしいです。これからも続いていってほ

　しいです。

○他校の先生と交流できて楽しかったです。ルールも待ち時

　間がないように工夫していただいて助かりました。ありが

　とうございました。

毎
年
恒
例
の
大
障
教
青
年
部
主
催
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
。
１
０
月
１
３
日
に

難
波
支
援
会
場
、
２
１
日
に
泉
南
支
援
会
場
、
２
７
日
に
四
條
畷
会
場
で
開
催
し

ま
し
た
。
今
号
で
は
、
難
波
会
場
と
泉
南
会
場
の
様
子
を
お
伝
え
し
ま
す
。

優勝した和泉支援学校のみなさん


